
 平成１９年 ３月１４日、志賀町役場議場において本会議を再開した。 

（午後 ２時３０分 開議） 
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 １１番  松 島 信 夫  ２６番  稲 村 幸 雄 

 １２番  桜 井 俊 一  ２７番  吉 島 陸 男 

 １３番  林   一 夫  ２８番  長谷川 勝 朗 

 １４番  萬 上 俊 之  ２９番  竹 内 利 長 

 １５番  松 浦 恒 義 

（議案説明のため出席した者の職氏名） 

町長職務代理者助役  坪 野 高 志 

助     役    綱 木 常 一 

総 務 課 長    田 端 正 敏 

  富 来 支 所 長    二 見   博 

  企画財政課長    浜 崎 克 義 

  監 理 課 長    木 坂 孫 信 

  税 務 課 長    柴 田 一 廣 

  住 民 課 長    田 村   実 

  子育て支援課長    宮 本 俊 一 

  健 康 福 祉 課    笹 川 門 治 

 生活安全課長    藤 沢   仁 

 －１－ 



  商工観光課担当課長  小 山   剛 

  農林水産課長    山 本 政 直 

  建 設 課 長    田 中 正 嗣 

  上下水道課担当課長  狩 野   博 

  富来病院事務長    古 川 吉 亮 

  会 計 課 長    金 谷 昭 一 

教  育  長    青 山 源 隆 

  学校教育課参事    新 田 辰 巳 

  生涯学習課長    中 田 政 光 

（職務のために出席した者の職氏名） 

議会事務局長     新 木 利 夫 

書    記     西   清 孝 

書    記     池 端 久 幸 

（議事日程） 

日程第１   諸般の報告 

日程第２   議会議案 第１号ないし第３号 

       （提案理由説明、質疑、委員会付託、討論、採決） 

日程第３   町長職務代理提出 議案第１号ないし第４７号 

       （委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第４   人権擁護委員の推薦につき、議会の意見を求める件 

日程第５   石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

日程第６   各常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査事項の 

       閉会中の継続審査の件 

追加日程第１．細川義雄町長に対する辞職勧告決議の動議 

 

（  開  議  ） 

松浦 恒義議長 ただ今の出席議員は２９名であります。 

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 
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日程第１．諸  般  の  報  告 

松浦 恒義議長 日程に入り、諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配布のとおりであります。 

諸般の報告を終わります。 

 

日程第２．議会議案 第１号ないし第２号 

（ 提案理由説明、質疑、委員会付託、討論、採決 ） 

松浦 恒義議長 次に辻 武美 君ほか７名から提出のありました、議会議案第１号「志

賀町議会委員会条例の一部改正」及び、第２号「志賀町議会表彰条例の一

部改正」並びに、第３号「志賀町議会会議規則の一部改正」を議題といた

します。 

        お諮りをいたします。 

        以上の各案は、事理明白につき、この際、説明、質疑、委員会付託及び、

討論を省略し、直ちに採決したしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上のとおり決しました。 

        これより、採決いたします。 

        以上の各案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上の各案は、可決されました。 

 

日程第３．町長提出 議案第１号ないし第４７号、 

（ 委員長報告、質疑、討論、採決 ） 

松浦 恒義議長 続いて、町長職務代理者提出 議案第１号ないし第４７号を一括して議

題といたします。 

        以上の各件の、委員会における審査の経過及び結果について、委員長の

報告を求めます。 
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        総務常任委員長 松島 信夫 君。 

松島 信夫総務 はい、議長。 

常 任 委 員 長 総務常任委員長報告をいたします。 

        平成１９年第１回の定例会において、総務常任委員会に付託されました

議案について、９日、委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求

めて審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報告申し上げま

す。 

まず、議案第１号「平成１８年度一般会計補正予算（第５号）」につい

ては、歳入では法人町民税の減収、公立保育所分担金や障害者自立支援法

の施行に伴い身体障害者保護費、知的障害者施設訓練等支援費等の国県負

担金の内容変更、また、特別財政調整基金繰入金などを減額する一方で、

合併市町村補助金や統合中学校建設事業債が増額となったことなどが主な

ものであり、また、歳出では、事業費の精算見込みなどにより議会活動費

や農業委員会選挙費を減額し、職員給与費等で増額するものが主なもので

あるとの説明を受け、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しまし

た。 

審議に対し委員からは、商工費の電源関係助成金、結婚祝金交付金事業

返還金、水産養殖施設使用料、社会福祉振興寄付金、職員給与費について

の質問があり、それぞれ担当課長から詳細な説明を受けております。 

また、水産養殖施設に関連して町有地貸付について、明確な基準をもっ

て貸し付けるべきとの要望もありましたので、併せて申し添えます。 

次に、議案第９号「副町長の定数を定める条例」及び議案第１０号「地

方自治法の一部改正における関係条例の整理に関する条例」については、

地方自治法の一部を改正に伴い、所要の条例の制定を行うものとの説明を

受け、それぞれ採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しまし

た。 

続いて、議案第１２号「志賀町一般職の職員の給与に関する条例の改

正」については、勤務評定に関する改定、管理職手当の定額制、少子化対

策に伴う扶養手当の増額を行うものとの説明を受け、採決の結果、全会一

致をもって、可決すべきものと決しました。 
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次に、議案第２３号「羽咋郡市広域圏事務組合規約の一部変更」及び 

議案第２４号「石川県町村議会議員公務災害補償組合規約の一部改正」並

びに議案第２５号「石川県市町村職員退職手当組合規約の一部改正」につ

いては、いずれも地方自治法の一部改正に伴うものとの説明を受け、それ

ぞれ採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第２８号「過疎地域自立促進計画の一部変更」については、

道路改良事業等の事業追加によるものとの説明を受け、採決の結果、全会

一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に対し委員からは、過疎計画に登載されている事業についての質問

があり、担当課長から詳細な説明を受けております。 

次に、議案第２９号「工事請負契約の締結」については、高浜中学校校

舎解体撤去に係るものと説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決

すべきものと決しました。 

続いて、議案第３０号ないし第３２号は、「工事請負契約の変更」につ

いてであり、いずれも１８年第２回定例会で議決した工事請負契約に係る

ものであります。 

まず、議案第３０号は、公共下水道事業富来浄化センター土木・建築工

事で、今回の変更は、盛土の変更、基礎杭の増により、議案第３１号は、

公共下水道事業中央水処理センター前処理棟土木・建築工事で、今回の変

更は、支持地盤層が推定岩盤線より深く、コンクリート打設を増工する必

要が生じため、議案第３２号は、公共下水道事業中央水処理センター２系

列目水処理施設（OD・終沈）土木工事で、仮設土留工を自立式矢板工法

からアースアンカー式工法に変更するため増額するものとの説明を受け、

それぞれ採決の結果、いずれも全会一致をもって可決すべきものと決しま

した。 

また、その他の件としまして、委員からは基金充当の明確化、景観や環

境に配慮した事業展開を図り、庁内各課連携をしながら事業の推進を行う

とともに、執行部に対しての状況等について質問と要望があり、職務代理

者及び担当課長からそれぞれ説明がありましたので併せて申し添えしてお

きます。 
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最後に、当委員会では、所管事務調査のため、閉会中の継続審査につい

て、議長に報告し、本会議において議決願うことで、各委員のご了承をい

ただいたことも併せてご報告いたします。 

以上、総務常任委員長報告といたします。 

松浦 恒義議長 次に教育民生常任委員長 竹内 利長 君。 

竹内 利長教育 はい。 

民生常任委員長 教育民生常任委員長報告を致します。 

       今定例会において、教育民生常任委員会に付託されました議案につい

て、１２日、委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査

いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

 まず、議案第１号「一般会計補正予算（第５号）」につきましては、民

生費では、身体障害者保護費、知的障害者施設訓練等支援費、保育所運営

経費、教育費で職員給与費などを減額し、衛生費では、町立診療所事業会

計繰出金、消防費で消火栓新設改修事業を増額するものが、主なものとの

説明を受け採決の結果、全会一致をもって、可決致しましたことを報告い

たします。 

審議に際し委員からは、ふれあい事業助成金の仲人奨励金についての質

問がなされ、担当課長から詳細に説明を受けております。 

次に、議案第２号「国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」につき

ましては、退職被保険者の医療費の増に伴う保険給付費を増額するものと

の説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しま

した。 

審議に際し、委員からは出産育児一時金に関連して年間出生数 の状況

についての質問がなされ、担当課長から詳細に説明を受けております。 

続いて、議案第６号「介護保険特別会計補正予算（第３号）」について

は、介護保険事務処理システム改修の増額、包括的支援事業費の振り替え

が主なものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可決すべき

ものと決しました。 

審議に際し委員からは、介護事務処理システム、介護保険認定審査会の

委員構成、各施設の介護職員の給与体系や配置状況等についての質問がな
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され、担当課長から詳細に説明を受けております。 

次に、議案第７号「町立診療所事業特別会計補正予算（第４号）」につ

いては、事業費の確定及び精算見込みに伴うものとの説明を受け、採決の

結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第１１号「病院事業の設置等に関する条例改正」について

は、厚生労働省告示により、診療報酬の算定方法が変更になったことに伴

い、所要の改正をするものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもっ

て、可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１３号「福祉金支給条例の改正」については、敬老福祉金

等の見直しを行うものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、

可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、福祉金対象人数や他の自治体での支給状況につ

いての質問があり、担当課長より詳細な説明を受けております。 

続いて、議案第１４号「保育所条例の一部改正」については、堀松保育

園休止に伴い改正するものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもっ

て、可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、保育所に関連して認定子供園についての質問が

あり、担当課長より詳細に説明を受けております。 

次に、議案第１５号「乳幼児・児童医療費助成に関する条例の一部改

正」については、1 カ月５００円の控除額を廃止し、全額助成するものと

の説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しまし

た。 

審議に際し委員からは、カード等を発行して医療機関において支払いし

ないで済むようにできないかという要望もありました。 

続いて、議案第２６号「石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合規

約の一部改正」及び議案第２７号「石川県市町村消防賞じゅつ金組合規約

の一部改正」については、いずれも地方自治法の一部改正に伴い、収入役

を廃止し会計管理者を置くことによる所要の改正であるとの説明を受け、

採決の結果、いずれも全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

なお、小学校再編整備に関連しての高学年の学童保育・時間延長、小中
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学校の学力調査等について質問及び要望並びに意見があり、それぞれ町長

職務代理及び教育長並びに担当課長より説明を受けました。 

また、志賀町国民保護計画策定内容及び多子世帯児童の保育料軽減につ

いて担当課長及び担当者から詳細な説明を受けましたので、併せて申し添

えます。 

最後に、当委員会では、所管事務調査のため、閉会中の継続審査につい

て、議長に報告し、本会議において議決願うことで、各委員のご了承をい

ただいたことも併せて、ご報告いたします。 

以上、教育民生常任委員長報告といたします。 

松浦 恒義議長 次に産業建設常任委員長 戸坂 忠寸計 君。 

戸坂忠寸計産業 はい。 

建設常任委員長 産業建設常任委員長報告をいたします。 

今定例会において、産業建設常任委員会に付託されました案件について、

８日、委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査いたし

ましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第１号 平成１８年度一般会計補正予算（第５号）につきま

しては、労働費で、いこいの村能登半島改修事業を減額し、農林水産業費

では、農業集落排水事業特別会計繰出金などで減額を行う一方で、漁業振

興事業、漁業振興特別基金積立金などを増額し、商工費では観光費を減額

し、土木費では公共下水道事業特別会計繰出金などの減額、災害復旧費で

は工事請負費を減額するものが、主なものとの説明を受け、採決の結果、

賛成多数で可決すべきものとの決した次第であります。 

審議に際し委員からは、いこいの村能登半島施設改修事業の工事内容や

集団間伐推進事業の実績、また、平成 19 年度からのいしかわ森林環境税

による森づくり事業、水産養殖支援事業について、質問がなされ、担当課

長より詳細に説明を受けております。 

次に、議案第３号 平成１８年度農業集落排水事業特別会計補正予算

（第３号）、議案第４号 平成１８年度公共下水道事業会計補正予算（第

３号）及び、議案第５号 平成１８年度地域し尿処理施設整備事業特別会

計補正予算（第２号）並びに、議案第８号 平成１８年度水道事業会計補
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正予算（第２号）については、いずれも事業費の確定や事業の完了及び精

算見込みに伴う減額が主なものとの説明を受け、採決の結果、いずれも全

会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第１６号 農村公園条例の改正については、三明農村公園

が石川県から移譲されたため条例に加え、議案第１７号 漁業振興特別基

金条例の改正は、県内の漁協合併に伴い、条例中の各漁協の名称の改正、

議案第１８号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の廃止及

び議案第１９号 小規模山地災害対策事業の経費の受益者負担金に関する

条例の廃止については、農林水産事業の分担金を見直したことから不要と

なったものとの説明を受け、採決の結果、いずれも全会一致をもって、 

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、農村公園の移譲経緯や維持管理経費、条例の廃

止目的について質問がなされ、担当課長より詳細に説明を受けております。 

次に、議案第２０号 水道事業の設置に関する条例改正及び議案第２１

号 給水条例の改正並びに議案第２２号 水道事業分担金徴収条例の改正

については、水道未普及地域である福浦港和光台へ給水するため所要の改

正をするものとの説明を受け、採決の結果、いずれも全会一致をもって、

可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、地域名称を明確化すべきとの要望もありました

ので申し添えいたします。 

続いて、議案第３３号ないし議案第３６号の町道路線の認定は、先の第

４回定例会の時に現地確認も行い規定の条件に適合していることを確認済

みであり、新大念寺２号線、直海釈迦堂２号線、代田山手線、舘城蛇川線

の４路線を新たに町道として認定し、道路行政の拡充を図るものとの説明

を受け、採決の結果、全会一致をもって、いずれも可決すべきものと決し

ました。 

なお、今定例会の付託案件でありませんが、公共下水道事業の変更契約

の工事概要について担当課長より詳細な説明がありましたので、ご報告い

たします。 

最後に、当委員会では、所管事務調査のため、閉会中の継続審査につい
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て、議長に報告し、本会議において議決願うことで、各委員のご了承をい

ただいたことも併せて、ご報告いたします。 

以上、産業建設常任委員長報告といたします。 

松浦 恒義議長 次に予算特別委員長 小田 芳治 君。 

小田 芳治予算 はい、議長。 

特 別 委 員 長 予算特別委員長報告をいたします。 

        今定例会において、町長職務代理者から提出されました平成１９年度の

志賀町一般会計ほか１０会計の各予算について審査を行うため、去る２日

に、予算特別委員会が設置されました。 

当委員会では、５日及び６日の２日間にわたり、町長職務代理者をはじ

め関係職員の出席を求めて委員会を開催し、付託されました１１会計予算

の歳入歳出全般について、審査をいたしましたので、その経過並びに結果

についてご報告申し上げます。 

委員会の審査経過につきましては、議長を除く全議員をもって構成され

た特別委員会でありますので、詳細は省略させていただき、審査結果を 

報告いたします。 

平成１９年度一般会計予算については、対前年度比１８．０％増という

大幅な増額予算で、予算総額１６６億９千万円となっており、特別会計と

水道事業及び富来病院事業会計を合わせた１１会計で、総額３１０億５千

万円余りとなっております。 

審査の結果、議案第３７号については賛成多数、議案第３８号ないし第

４７号の各特別会計及び事業会計予算については、いずれも全会一致を

もって、それぞれ原案のとおり、可決すべきものと決した次第であります。 

なお、執行部におかれては、委員会での審査の過程において、各委員か

ら出された貴重な意見、町政懇談会時の要望等を十分に踏まえ、町民の 

負託に応えられるよう、適正かつ的確なる予算執行にあたられることを 

要望するものであります。 

現在、地方財政は、国の三位一体改革に伴う税源移譲と景気拡大による

増収の一方で新型交付税の導入による「地方交付税算定の見直し」、「国庫

補助金削減」など、都市と地方との格差はかなりあり、「地方にできるこ
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とは地方に委ねる」という地方分権の観点を取り組む地方では財源不足が

深刻化すものと予想されております。また、同改革に伴い所得税から個人

住民税へ税源移譲されることを受け、税の公平負担の原則に基づき市町村

では徴収強化を図っていかなければなりません。 

当町においては、志賀原子力発電所２号機にかかる大規模償却資産の 

課税初年度となり、一時的に財源に余裕がでるが、この財源におぼれるこ

となく健全財政の堅持を図り、下水道事業をはじめとする各特別会計への

繰出金、公債費負担、各種公共施設等の管理運営費の財政負担に対応すべ

く財政調整基金、減債基金等の将来に向けて積み立てをして行政サービス

を堅持してもらいたいと思います。 

一方で、昨年策定された「第 1 次志賀町総合計画」と「第１次志賀町行

政改革大綱」が実施初年度となりますが、益々進展する少子・高齢化に対

応した介護・福祉施設等の事業や、各種子育て支援策の更なる充実、保育

施設・小学校の統廃合問題をはじめとする教育環境の整備、若者定住化対

策などの住環境整備、産業の振興、そして、町民が安全安心して暮らせる

ような取り組みなど、早急な対応が求められる行政課題が山積をしている

と思われます。 

多様化する行政需要は、その時々の社会情勢により、常に変化しており、

これらに的確に対応していくには、事業の取捨選択は当然でありますが、

将来の健全財政の確保に向け、行政と議会が一体となり、議論・検討を重

ね、住民の理解を得ながら、行財政改革を推し進めるべきと考えられます。 

執行部はじめ、職員ひとり一人が、これまでの体制等にとらわれること

なく、効率的かつ効果的な予算執行を念頭におき、住民福祉の向上に鋭意

努力されんことを要望いたしまして、予算特別委員長報告とさせていただ

きます。 

松浦 恒義議長 委員長の報告を終わります。 

      

（ 質  疑 ） 

松浦 恒義議長 これより、委員長報告に対する質疑を許します。 

        （発言なし） 
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松浦 恒義議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

      

（ 討  論 ） 

松浦 恒義議長 これより、以上の各案に対する討論に入ります。 

        （発言なし） 

松浦 恒義議長 ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

      

（ 採  決 ） 

松浦 恒義議長 これより、採決いたします。 

まず、町長職務代理者提出 議案第１号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立 ２５名） 

松浦 恒義議長 起立多数。 

 よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長職務代理者提出 議案２号ないし第８号を一括して採決い

たします。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

以上の各案は、委員長の報告のとおり決することに、ご異議ありませ

んか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上の各案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

        続いて、町長職務代理者提出 議案第９号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

        次に、町長職務代理者提出 議案第１０号ないし第１１号を採決いたし
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ます。 

        両案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        両案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、両案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

        続いて、町長職務代理者提出 議案第１２号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

        次に、町長職務代理者提出 議案第１３号ないし第１５号を採決いたし

ます。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

以上の各案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上の各案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長職務代理者提出 議案第１６号ないし第１９号を採決いた

します。 

        以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        以上の各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上の各案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長職務代理者提出 議案第２０号ないし第２２号を採決いたし

ます。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

以上の各案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
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（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上の各案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長職務代理者提出 議案第２３号ないし第２７号を採決いた

します。 

        以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        以上の各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上の各案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長職務代理者提出 議案第２８号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、本案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長職務代理者提出 議案第２９号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

        （起立 ２８名） 

松浦 恒義議長 起立全員。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

        次に、町長職務代理者提出 議案第３０号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

        （起立 ２８名） 

松浦 恒義議長 起立全員。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長職務代理者提出 議案第３１号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 
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        本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

        （起立 ２８名） 

松浦 恒義議長 起立全員。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

        次に、町長職務代理者提出 議案第３２号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

        （起立 ２８名） 

松浦 恒義議長 起立全員。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長職務代理者提出 議案第３３号ないし第３６号を一括して

採決いたします。 

        以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        以上の各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上の各案は委員長報告のとおり、可決されました。 

        次に、町長職務代理者提出 議案第３７号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

        （起立 ２４名） 

松浦 恒義議長 起立多数。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

        続いて、町長職務代理者提出 議案第３８号ないし第４７号を一括して

採決いたします。 

        以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        以上の各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上の各案は委員長報告のとおり、可決されました。 
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日程第４．人権擁護委員の推薦につき、議会の意見を求める件 

松浦 恒義議長 次に、人権擁護委員の推薦につき、議会の意見を求める件を議題と致し

ます。 

        本件は、人権擁護委員に花島俊一 君、障子口文雄 君、能登正人 君

を推薦することにつき、議会の意見を求めるものであります。 

        お諮りいたします。 

        本件は、お手元に配布いたしました意見のとおり、適任とし、答申いた

したいと思います。 

        これにご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、そのように答申いたします。 

 

日程第５．石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

松浦 恒義議長 去る、１２月１５日の第４回定例会で議決した石川県後期高齢者医療広

域連合の設立に基づき、石川県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を

行います。 

       お諮りいたします。 

       選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、  

指名推薦にしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、選挙の方法は、指名推薦で行うことに決しました。 

        お諮りいたします。 

        指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

        これに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 
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松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、議長が指名することに決しました。 

        石川県後期高齢者医療広域連合議会議員に、竹内 利長 君を指名いた

します。 

        お諮りいたします。 

        ただ今、議長が指名しました竹内 利長 君を石川県後期高齢者医療広

域連合議会議員の当選人と定めることに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、ただ今指名しました竹内 利長 君が石川県後期高齢者医療広

域連合議会議員に当選されました。 

        ただ今、石川県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました 

       竹内 利長 君が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定

により、当選の告知をいたします。 

 

日程第６．各常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査事項の 

         閉会中の継続審査の件 

松浦 恒義議長 続いて、各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長からお手元に配

布のとおり、所管事務調査の閉会中継続審査の申し出がありましたので、 

これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査にすることにご異議あ

りませんか。 

 （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上のとおり決しました。 

松浦 恒義議長 ここで、暫時休憩をいたします。 

  （休  憩）             （午後 ３時１３分） 

（再  開）    （午後 ３時３０分 出席議員 ２９名） 

松浦 恒義議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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        休憩前に引き続き、会議を開きます。 

        休憩中、萬上 俊之 君ほか３名から、細川 義雄町長に対する辞職 

勧告決議の動議の申し出がありました。 

        お諮りします。 

        これを日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題とすることにご異

議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、細川 義雄町長に対する辞職勧告決議の動議を日程に追加し、

追加日程第１として議題とすることに決定いたしました。 

 

追加日程第１．細川義雄町長に対する辞職勧告決議の動議 

松浦 恒義議長 追加日程第１、細川 義雄町長に対する辞職勧告決議の動議を議題とい

たします。 

        本動議について、提案者の萬上 俊之 君から朗読説明を求めます。 

        萬上 俊之 君。 

萬上 俊之議員 細川義雄町長の辞職を勧告する決議について、ご説明致します。 

        来年度の町のありようを決定するこの重要な第１回定例会に、町長は 

不在であります。 

昨年来、談合事件が取り沙汰され、騒然とした状況が続く中、更に、 

２月１８日の町長の自殺未遂事件が起こりました。 

事件直後に、町長が辞意を表明されたとの旨が発表されてから、もうじ

き１カ月が経過しようとしておりますが、未だその手続きがなされておら

ず、混乱は続き、町政に遅滞を招いております。 

事件以降の全員協議会に引き続き、今定例会本会議並びに委員会席上に

おきましても、町長の態度をはっきりと表明していただくよう再三にわた

り、言及がありましたが、最終日、本日に至るまで、明解な答えを得てお

りません。 

つい先程の全協の席においても、昨日、病院へ出向いたが町長から何ら

返答がもらえなかった旨の職務代理者の報告でありました。 
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この事態が、いつまで続くのでありましょうか。 

いつになったら、私たちの町は新たな第一歩を踏み出せるのでしょうか。 

 細川町長が、先頭に立ち尽力され発足した、この合併新町は、一年半

を経過し新年度いよいよ本格的なまちづくりへと踏み出そうとしておりま

した、一連の事件は発足間もない、私たちの合併新町にブレーキをかけま

した。 

現在の町の状況は、細川町長が目指してこられた町の姿と、大きくかけ

離れてきているのではないでしょうか。 

細川町長は、厳粛な信託を受けた町民の代表者であります。 

今回の一連の事件により本町の名誉と権威が著しく失墜し、町政全体に

対する町民の大いなる不信を招いたことは、誠に遺憾であります。 

これはもはや町長個人の問題でなく、志賀町と志賀町民の名誉に関わる

大問題であります。 

この際、同じく町民の負託を受け、より町民との距離の近い私達が議会

の本分でもある是々非々の精神で見識を持って判を示さねばなりません。

それは、正常に機能している議会であれば、当然の行動であり、あるべき

姿であると確信するからであります。また、一部の不適切な新聞報道に惑

わされることなく、私達議会にとって任期最後の、この定例会中に本町の

再生に向けて一連の事件に議会としてけじめをつけ、一刻も早い町政の信

頼回復に努めるべきであります。 

よって、本町議会は、細川義雄町長に対し、今回の事態を重く受け止め

速やかに町長を辞職するよう勧告すべきであります。 

以上、議員各位におかれましては、良識あるご判断により適切なるご決

議を賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。 

松浦 恒義議長 これより、提案者に対する質疑を許します。 

        ご発言がありませんの、質疑なしと認めます。 

        これより、本案に対する討論に入ります。 

        まず、原案に反対者の発言を許します。 

冨沢 軒康議員 議長。 

松浦 恒義議長 冨沢 軒康 君。 
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冨沢 軒康議員 私は、今程の提案のありました町長辞職勧告に反対の立場で討論を致し

ます。 

今定例会に提案された４７議案は、いずれも合併後の志賀町の飛躍を 

目指して重要な案件であり、旧町の融和を重要課題と位置付け取り組んで

こられた細川町長の熱い思いが感じられるものであります。 

町長は、今定例会には不在でありますが、第１次志賀町総合計画並びに

行政改革大綱ベースとした、来てみてよかった町、また、住んでよかった

まちづくりを行うといった町長の厚い意思をくみ取り、円滑な町政運営に

停滞を招かないよう我々議員各位が適切な判断を行うことが肝心であると

いうふうに思っております。 

このように、病気療養中の町長に対し辞職を求めるのは遺憾であります

し、ご承知のとおり細川町長は富来と志賀町の合併協議にあたり、多くの

両町には難しい、難しい課題があったにも関わらず、円満な合併の実現を

目指し日々奔走されておりました。 

合併という大事業を成し遂げた功労者に対する辞職勧告は、本人の名誉

を汚すことでもあり、こうした議案が提案されること自体、私は残念でな

りません。 

細川町長には、しかるべき時期に辞職するとの判断を考えており、その

動向を見守るべきであると私は考えております。 

故に本辞職勧告決議案には、私は強く反対するものであります。議員の

皆様には適切な判断をいただけますよう節にお願い申し上げまして、私の

反対の討論を終わります。 

松浦 恒義議長 他に。 

林  一夫議員 はい、議長。 

松浦 恒義議長 林  一夫 君。 

林  一夫議員 私も、ただ今の冨沢議員同様、ただ今提案されました細川町長の辞職に

関する勧告案について、反対の立場で討論したいと思います。 

報道によれば、去る２月１８日細川町長は大量の睡眠薬を服用し緊急入

院されたとのことであります。そのことは事実であろうと思いますが、 

そこに至る経緯や理由等に関しては、誰しもが明確に理解していないのが
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現状であり、また、辞意をもらしたのかも不確かであります。 

今３月定例会は、年度当初の予算案を中心とする重要な審議の場である

ことは、私も理解を致しております。 

その場に町長が不在であることは、大変残念なことでありますが２月 

１４日の予算内示会においても、細川町長も出席し施策のあらましも説明

を受けております。 

また、事業の大半が合併特例債事業など、数年間にわたる検討審議を

行ってきた継続したものの予算化であります。 

その他の審議についても職務代理者が執行責任者としてその任にあたっ

ており、現在まで大きな支障は生じていないものと理解を致しております。

過去にも近隣市町村において首長が病気にて療養のため、現場での公務に

あたれない事態はありました。 

現在、細川町長には、体調の回復に努めておられると聞き及んでおりま

すが、肉体的にも精神的にも、できるだけ健全な状態で的確な判断を町長

ご自身で行っていただきたいと思います。町長職の職責の重さと同じく、

その身分においても厳格に保障されているものと理解を致しております。

町民から選ばれた選良でもあり、一個人としても人権・名誉は保護される

べきものであり、今般の疑惑等についても、こうがん言われているような

流言飛語に惑わされることなく、法や道徳に従った判断をしてまいりたい

と思います。 

以上、申し述べた理由をもって、本案に反対を致すものであります。 

松浦 恒義議長 他に。 

次に原案に賛成者の発言を許します。 

ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

        これより、採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

        （起立 ４名） 

松浦 恒義議長 起立少数であります。 

        よって、本案は否決されました。 
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（ 閉 議 ・ 閉 会 ） 

松浦 恒義議長 以上をもちまして、今定例会の議事すべてを終了いたしました。 

        平成１９年第１回志賀町議会定例会は、本日をもって閉会いたします。 

これにて散会いたします。 

（午後３時４３分 散会） 
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議 長 報 告 

 

１．議長報告第６号 

 例月出納検査結果報告について 

  （平成１９年２月２６日実施分） 

 

２．議長報告第７号 

 入札結果報告について 

  （平成１９年３月７日 ２件） 

 

３．議長報告第８号 

閉会中継続審査について 

  ①産業建設常任委員会委員長 

②総務常任委員会委員長 

③教育民生常任委員会委員長 

④議会運営委員会委員長 

 

４．議長報告第９号 

 委員会審査報告 

  ①予算特別委員会委員長 

  ②産業建設常任委員会委員長 

  ③総務常任委員会委員長 

  ④教育民生常任委員会委員長 

 

 

 

 


